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「電子記録債権」（でんさい）とは？ 

手形や売掛債権等の問題点を克服し、事業者の資金調達の円滑化を図ることを目的として創設

された新たな金銭債権です。全国銀行協会が設立した「株式会社全銀電子債権ネットワーク

（でんさいネット）」の記録原簿に電子記録を行うことにより、債権の権利内容が定められます。 

サービスのご案内 
 

たいこう「でんさいサービス」は、インターネットにより「株式会社 全銀電子債権ネットワーク

（でんさいネット）」に対し、「電子記録債権（でんさい）」の各記録請求および開示請求ができる

サービスです。 
 
 
 
 
 
 
 
 

でんさいサービスの概要 

※詳細は「でんさいネット業務規程・業務規程細則」をご覧ください。 

①主な記録請求 

記録請求の種類 概 要 

発

生

記

録 

債務者 

請求方式 

・債務者が債権者に対し、でんさいを発行（発生）します。 

・支払金額：１万円以上１００億円未満（１円単位） 

・支払期日：最短 ⇒ 電子記録年月日を含めて７銀行営業日目の翌日 

      最長 ⇒ 電子記録年月日の１年後の応答日 

・債権者は、電子記録年月日（当日を含む）から５銀行営業日以内のでん

さいであれば、発生したでんさいの取消ができます。 

・翌日から１ヶ月後の応当日までを電子記録年月日として指定することで、

でんさいの発生予約を行えます。 

・発生予約中のでんさいは、債務者および債権者のどちらからでも取消が

できます。 

債権者 

請求方式 

・債権者から、債務者に対してでんさいの発生記録を請求できます。 

・でんさいの発生成立には、請求から５銀行営業日以内に相手方【債務者】

の承諾が必要です。 

・請求を受けた債務者も、窓口金融機関に「債権者請求方式」の利用を申し

込んでいることが必要です。（債務者および債権者の双方が、「債権者請求

方式」を申し込んでいなければ、利用できません。） 

・「債務者請求方式」と同様に発生予約を行えます。 

譲渡記録 

・保有しているでんさいを譲渡することができます。 

・譲渡可能なのは、でんさいの支払期日を含めて８銀行営業日前までです。 

・翌日から１ヶ月後の応当日までを電子記録年月日として指定することで、譲渡

予約を行えます。 

・原則として、譲渡人を保証人とする保証記録が付随します。 

分割譲渡記録 

・保有しているでんさいを分割し、分割後の片方のでんさいを譲渡すること

ができます。 

・分割譲渡可能なのは、でんさいの支払期日を含めて８銀行営業日前までです。 

・分割金額：１万円以上（１円単位） 

※分割した結果、原債権が１万円未満となる分割は可能です。 

・でんさいの分割のみを行うことはできません。（片方のでんさいを必ず

譲渡することになります。） 

・原則として、譲渡人を保証人とする保証記録が付随します。 

・「譲渡記録」と同様に分割譲渡予約を行えます。 
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②その他の記録請求 

記録請求の種類 概 要 

保証記録 

・債権者として、保証人に対し譲渡に付随しない単独の保証記録を請求

できます。 

・保証記録の成立には、請求から５銀行営業日以内に相手方【保証人】の

承諾が必要です。 

・保証可能なのは、でんさいの支払期日を含めて８銀行営業日前までです。 

変更記録 

・でんさいの内容（支払金額・支払期日等）の変更を請求できます。 

・パソコンによりインターネットを通じて変更請求が可能なでんさいは、譲渡

（分割譲渡を含む）および保証がなされていないでんさいに限ります。 

・インターネットを通じて変更可能なのは、でんさいの支払期日を含めて

８銀行営業日前までです。 

・変更記録の成立には、請求から５銀行営業日以内に相手方【債務者または

債権者】の承諾が必要です。 

・譲渡または保証がなされているでんさいの内容を変更する場合は、全て

の利害関係者から書面により承諾を得たうえで、書面によりお手続きする

ことになりますので、ご注意ください。 

支払等記録 

・例外的に口座間送金決済以外の方法により、でんさいの決済を行った場合

に、支払等記録を請求できます。 

・支払者（債務者・保証人・第三者）が請求し、債権者および利害関係人から

承諾を得る方式と、債権者が単独で請求する方式（承諾不要）があります。 

・支払者請求方式の場合、請求から５銀行営業日以内に債権者の承諾が必要です。 

・でんさいの支払期日前： 

支払者からの請求の場合は、支払期日を含めて８銀行営業日前まで。債権者

からの請求の場合は、支払期日を含めて４銀行営業日前まで取引できます。 

・でんさいの支払期日後：支払不能情報の登録後、取引できます。 
 
③開示請求 

記録請求の種類 概 要 

記録事項の開示 
・でんさいの最新情報（金額・支払期日・債務者・債権者等）の開示を請求

することができます。 

提供情報の開示 
・記録請求に際して提供した情報（請求者情報・でんさい情報等）の開示を

請求することができます。 
 
④その他の照会等 

照会等 概 要 

でんさい 

利用者情報照会 
・でんさいネットに登録されている利用者情報を照会することができます。 

でんさいアカウント

情報照会 

・でんさいネットに登録されているアカウント情報（指定許可先一覧・

決済口座等）を照会することができます。 

取引履歴照会 ・過去の取引履歴を照会することができます。 

操作履歴照会 ・操作履歴を照会することができます。 

指定許可 

登録・変更 

・でんさい取引を許可する先（指定許可先）の登録および変更ができます。 

 （指定許可登録機能を使用している場合のみ、取扱可能です。） 

ユーザ情報変更 ・ユーザ情報（パスワード・Ｅメールアドレス等）の変更ができます。 
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ご利用時間 
 

お取引内容 ご利用時間 

記録請求 

当日扱い 
平 日 

土曜・日曜・祝日 
８：００～１５：００ 

予約扱い 
平 日 ８：００～２３：００ 

土曜・日曜・祝日 ８：００～２０：００ 

開示請求 

（その他照会等） 

平 日 ８：００～２３：００ 

土曜・日曜・祝日 ８：００～２０：００ 

（注）１２月３１日の利用時間は、１７：００までとなります。１月１日～１月３日および、毎月第２

土曜日は終日サービスを休止いたします。 

また、メンテナンス等で一時的にサービスを停止する場合がございます。 
 

ご利用環境 

でんさいサービスをご利用いただくためには、ご利用可能な環境をお客さまより準備していた

だく必要がございます。 
 

【ご利用可能なパソコン環境】 

・インターネット経由のメールを受信できるＥメールアドレスをお持ちであること。 

・平成２６年４月現在のＯＳとインターネットに接続するブラウザソフトのバージョンは以下の

ものが対象となります。（最新のものは当行ホームページをご覧ください。） 

対象OS 対象ブラウザ 

Windows Vista Internet Explorer 9.0 

Windows 7 

Internet Explorer 8.0 

Internet Explorer 9.0 

Internet Explorer 10.0 
Internet Explorer 11.0 

 
Windows 8 Internet Explorer 10.0 

Windows 8.1 Internet Explorer 11.0 

 

セキュリティについて 
 
１．通信データの暗号化 

たいこう「でんさいサービス」では、EVSSL証明書により通信データの暗号化を行い、通信の

傍受やデータの偽造・改ざん等を防止しています。 
  
２．不正利用防止対策 

（１）ログイン履歴の表示 

    最近３回までのログインした日時がトップページに表示されますので、ログイン履歴をご確認

いただけます。 

（２）Ｅメールによるお取引連絡 

記録請求の実施やパスワード等の登録情報が変更される都度、Ｅメールにてご連絡いたし

ますので、不正な取引の早期発見等のセキュリティ強化にもつながります。 

    ※必ず受信できるよう、Ｅメールアドレスの登録には誤りがないようにご注意ください。 

※インターネットに接続するためのモデム、電話回線等は

お客さまにてご用意ください。 
 
※CATV、イントラネット等、ネットワーク環境によって

はご利用いただけない場合がございます。 

SSLサイト（ポート443）にご対応できない場合、ご利

用ができませんので予めご了承ください。 
 

※左記に記載が無いＯＳ・ブラウザソフトを使用しても画

面表示・操作することができる場合がありますが、動作

保証はいたしておりませんのでご了承ください。 
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３．「ＩＤ」「パスワード」等の管理について 

①「ＩＤ」「パスワード」は、お客さまがご本人であることを確認するための重要な情報です。これ

らは第三者に知られることの無いように、またお忘れにならないようにご注意ください。 

②第三者に推測されないようにするため、連続した番号・生年月日・電話番号・住所地番・会社名等

に関連した数字や文字のご使用はお控えください。 

③「パスワード」は随時変更が可能です。セキュリティ確保の観点から定期的な変更をお願いいたし

ます。 
 

【でんさいサービスで使用する「ＩＤ」「パスワード」等】 

種 類 概 要 備 考 

でんさい 

利用者番号 

・当行からの案内文書「でんさいサービス利用開始のご案内」

に記載されています。 

・でんさいサービスのご利用に際し、でんさいネットから

お客さまに採番される番号で、お客さまのお名前に代わる

ものです。 

変更することはで

きません。 

 

管

理

者 

ＩＤ 

・「管理者業務」を行うためのＩＤです。（担当者からの承認

依頼を「承認／否認」するためのＩＤです。） 

・１１桁の半角英数字で、一契約につきＩＤは当行所定の

個数まで登録が可能です。 

申込時に当行にて

採番いたします。

（追加可能です。） 

パス 

ワード 

・管理者がでんさいサービスにログインするために入力して

いただくもので、ご本人であることを確認させていただく

ための重要な情報です。 

半角英数字を混在

させ、８桁～１０桁

以内で設定いただ

きます。 

担

当

者 

ＩＤ 

・「担当者業務」を行うためのＩＤです。（記録請求等の取引

データを入力し、管理者へ承認依頼を行うためのＩＤです。） 

・１１桁の半角英数字で、一契約につきＩＤは当行所定の

個数まで登録が可能です。 

申込時に当行にて

採番いたします。

（追加可能です。） 

パス 

ワード 

・担当者がでんさいサービスにログインするために入力して

いただくもので、ご本人であることを確認させていただく

ための重要な情報です。 

半角英数字を混在

させ、８桁～１０桁

以内で設定いただ

きます。 

兼

務

者 

ＩＤ 

・「管理者ＩＤ」と「担当者ＩＤ」双方の機能を兼ね備えた

ＩＤです。 

・兼務者ＩＤのみで「管理者業務」「担当者業務」の双方を

行うことができます。 

・１１桁の半角英数字で、一契約につきＩＤは当行所定の

個数まで登録が可能です。 

申込時に当行にて

採番いたします。

（追加可能です。） 

パス 

ワード 

・兼務者がでんさいサービスにログインするために入力して

いただくもので、ご本人であることを確認させていただく

ための重要な情報です。 

半角英数字を混在

させ、８桁～１０桁

以内で設定いただ

きます。 

 ※「でんさい利用者番号」は、決済口座番号等とあわせてお取引相手（支払企業等）に通知してください。 

  「ＩＤ」「パスワード」は、第三者に知られることのないようにご注意ください。 

また、英字は大文字と小文字を区別しますので、ご注意ください。 
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操作上の留意事項 
 

①ブラウザ上の「戻る」、「進む」ボタンは使用しないでください。 

②入力項目の移動は「マウスの左クリック」または「Tab」キーで行い、「Enter」キーは使用しないで

ください。 

③離席される場合やお取引を終了する場合は、必ず画面右上の「ログアウト」ボタンをクリックして

ください。（ブラウザ上の「×」ボタンは押さないでください。） 

④でんさいサービスにログインしたまま一定の時間操作がないと、自動的にログアウトし、お取引を

終了しますのでご注意ください。 

⑤ダブルクリックはしないでください。 

 
 
 

でんさいサービスの操作に関するヘルプデスク 

 

でんさいサービスの操作についてのご質問・疑問点等は、以下のヘルプデスクまで、お気軽に

お問合せください。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

【参考】 

 一部の入力項目には   マークがついているものがあります。 

  マークの上にマウスのポインタを置くと、入力項目についてのヘルプが表示されますので、

入力の際にご参考としてご覧ください。（マウスをクリックする必要はありません。） 

  

 ※画面例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ＴＥＬ：０１２０－６７－１０３１（通話料無料） 

○受付時間：平日（銀行営業日の月曜日～金曜日）９：００～１７：００ 

でんさいサービスヘルプデスク 
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利用開始までのステップ（ログイン） 

 

（１）はじめて「でんさいサービス」にログインする際は、「でんさいサービス利用開始のご案内」

をお手元にご用意ください。 

【「でんさいサービス利用開始のご案内」に記載されている情報】   

   ①でんさい利用者番号 

   ②ＩＤ 

   ③パスワード（仮） 

    ※「パスワード（仮）」は、初回ログイン時にお客さまよりご変更いただきます。⇒Ｐ１０ 

 

（２）当行ホームページを開き、「でんさいサービス」ボタンをクリックしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）たいこう「でんさいサービス」のログイン画面が表示されます。 

   担当者の方は「担当者ログイン画面へ」を、管理者の方は「管理者ログイン画面へ」を

クリックしてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「兼務者ＩＤ」によりログインする場合は、操作内容

にあわせてどちらかをクリックしてください。 

「でんさいサービス ログイン」 

ボタンをクリックしてください。 

「サービスのご案内」ボタンをクリックすると、 

でんさいサービスのご案内画面が開きます。 

（利用料等はこちらの画面からご確認ください。） 



【２】利用開始までのステップ（ログイン） 

【共通業務】 
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【Ｅメールでの通知内容（例）】 

①でんさいネットからの新着情報の通知 

  でんさいネットからの新たな通知情報が発生したことを通知します。（取引先からでん

さいの発生を受けた場合等） 

②承認完了／差戻し通知 

  担当者が承認依頼を行った取引について、管理者による承認または差戻しが行われた

ことを通知します。 

③パスワードロック通知 

  誤ったパスワードを所定の回数入力し、ご使用のＩＤがパスワードロックとなった旨を

通知します。 

④メールアドレス設定／変更通知 

  メールアドレスを設定または変更した際に、登録したアドレス宛に確認メールを送信し

ます。確認メールを受信できなかった場合は、登録したアドレスに誤りが無いかご確認

ください。（迷惑メールの受信拒否設定についてもご注意ください。） 

（４）ログイン画面が表示されます。 

   「でんさい利用者番号」「ＩＤ」「パスワード」を入力し、「ログオン」ボタンをクリックして

ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（５）初回のログイン時のみ、以下の初回ログインパスワード変更画面が表示されます。 

   各項目を入力後、「利用者情報登録」ボタンをクリックしてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①「現在のパスワード」には、「でんさい

サービス利用開始のご案内」に記載

されている「パスワード（仮）」を入力

してください。 

②「新しいパスワード」には、半角英数字

を混在させ、８桁～１０桁以内で任意の

パスワードを入力してください。 

③でんさいサービスに関する通知を受信するための

Ｅメールアドレスを入力してください。（Ｅメール

アドレスを複数登録した場合は、全てのアドレス宛

に同じ内容のメールが送信されます。） 

①初回ログイン時は、「でんさいサービス

利用開始のご案内」をお手元にご用意の

うえ、記載内容を入力してください。 

②「ログオン」ボタンをクリックしてください。 

④「利用者情報登録」ボタンをクリックしてください。 



【２】利用開始までのステップ（ログイン） 
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（６）たいこう「でんさいサービス」のトップページが表示されます。（ログインはこれで完了です。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑩承認待件数 

管理者に承認依頼を行った取引のうち、承認待ち

状態の件数です。（担当者ＩＤでログインした

場合に表示されます。） 

①文字サイズ変更：画面上の文字サイズを大・中・小から選択できます。 

②ログオフ：でんさいサービスの操作を終了する場合にクリックしてください。 

③管理者切替・担当者切替：クリックすると、「管理者」と「担当者」を切り

替えることができます。（兼務者ＩＤでログイン

した場合のみ表示されます。） 

以下の情報が表示されています。 

⑤でんさいネットに登録されている利用者名。 

⑥過去３回のログイン日時。 

⑦現在ログインしているＩＤのＥメールアドレス。 

⑧パスワードを前回変更した日付。 

⑨でんさいサービスの決済口座。 

④メニューバー 

 ○トップページ：操作途中でトップページに戻る場合にクリックしてください。 

 ○照会業務・債権記録業務・ユーザ管理：それぞの対象業務を行うことができます。 

 ○ヘルプ：でんさいサービスについてのヘルプが表示されます。 

⑪取引未承認件数 

担当者からの承認依頼のうち、未承認の取引件数

です。（管理者ＩＤでログインした場合に表示

されます。） 



【２】利用開始までのステップ（ログイン） 

【共通業務】 
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（７）トップページには、以下の注意メッセージが表示される場合があります。 

 

 

  ① 

 

 

 

 

 

  ② 

 

 

 

 

 

 

 

  ③ 

 

 

 

 

 

  ④ 

 

 

 

 

  

 

  ⑤ 

 
 
 
 
 
 
 
 

一定期間パスワード変更を行っていない

場合に表示されるメッセージです。 

お客さま宛に送信したＥメールが宛先エラー

となった場合に表示されるメッセージです。 

未読の通知情報がある場合に表示される

メッセージです。 

承諾／否認期限の２営業日前時点で、未承諾／未否認の

承諾依頼が残っている場合に表示されるメッセージです。 

取引または操作が不成立である疑いがある

場合に表示されるメッセージです。 

メッセージの右上に表示されている青文字をクリック

すると、各業務の取引画面が表示されます。 



【３】口座情報の入力 

【共通業務】 
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口座情報の入力 

 

※記録請求や開示請求等を行う場合、口座情報を入力する必要があります。口座情報の入力は以下の

通り行ってください。 

 

（１）各請求の取引画面に表示されている「口座情報入力」ボタンをクリックしてください。 

 
 
 

（２）「口座選択（金融機関選択）」画面が表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）「口座選択（支店選択）」画面が表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①「頭文字検索」または「カナ検索」を使用

して金融機関を検索してください。 
 

②検索結果から、金融機関を 

選択してください。 

③「次へ」ボタンをクリックしてください。 

①「頭文字検索」「支店名カナ検索」「支店コード検索」の

いずれかを使用して支店を検索してください。 
 

②検索結果から、支店を選択して 

ください。 

③「次へ」ボタンをクリックしてください。 



【３】口座情報の入力 
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（４）「口座選択（口座情報入力）」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（５）口座情報が入力された状態で取引画面に戻ります。（口座情報の入力はこれで完了です。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①口座科目の「普通」または「当座」を

選択してください。 

②口座番号を入力してください。 

（半角７桁） 

③入力内容を確認のうえ、「口座情報の決定」ボタン

をクリックしてください。 



【４】でんさいサービスによる記録請求の手順 

【共通業務】 
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でんさいサービスによる記録請求の手順 

 

 ※１台のパソコンを使用して記録請求を行う場合の手順です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．担当者が当行ホームページの          ボタンをクリックし、

でんさいサービスにログインする。 

２．各記録請求の取引画面にデータを入力し、     ボタンをクリックする。 

３．担当者は画面右上の      ボタンをクリックし、でんさいサービスから

ログオフする。 

  ※兼務者ＩＤでログインしている場合は、       ボタンをクリック

し、以下「５」の手順（承認手続）を行ってください。 

４．管理者が当行ホームページの           ボタンをクリックし、でんさい

サービスにログインする。 

５．メニューバーの「債権記録業務」⇒「未承認一覧」    ボタンをクリック

する。未承認の取引一覧が表示されるため、承認手続きを行う記録請求を選択

し、承認画面の内容を確認後、       ボタンをクリックする。 

トップページの「未承認一覧」（青文字）をクリック

した場合も未承認の取引一覧が表示されます。 

６．でんさいネットへの記録請求手続きが完了。 

担
当
者
業
務 

管
理
者
業
務 



【５】照会業務 － ①通知情報照会 

【共通業務】 
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照会業務 

 

通知情報照会 
 

（１）メニューバーの「照会業務」をクリックし、「通知情報照会」を選択してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）「通知情報一覧」画面が表示されます。 

   初期表示では、閲覧状況が未読の通知が表示されています。照会する通知情報の「通知日時」

（青文字）をクリックしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）通知情報の照会結果画面が表示されます。内容をご確認ください。 
 

通知情報の絞り込みを行う場合は、

検索条件を入力し、「この内容で検索」

ボタンをクリックしてください。 

照会する通知情報の「通知日時」（青文字）をクリック

してください。 

・通知情報は、２００件を超えるとエラーとなり表示されません。検索条件で絞り込

みを行ってください。 

・通知日から９０日を超えた通知情報は、毎週土曜日（第２土曜日はその前日）に

自動的に削除されます。 

検索結果が１０件を超えている

場合は、青文字で表示されます。 

クリックすると次の１０件が

表示されます。 



【５】照会業務 － ②通知情報ダウンロード 

【共通業務】 
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通知情報ダウンロード 
 

（１）メニューバーの「照会業務」をクリックし、「通知情報ダウンロード」を選択してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）「通知情報ダウンロード画面」が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ダウンロードできるファイル形式は所定のものに限りますので、ご注意ください。 

 
 
 

①決済口座を選択してください。 

②通知情報ダウンロード条件 

 通知情報の種別を選択してくだ

さい。（発生・譲渡等） 

※通知日付は任意で入力して

ください。 
 
 

③「この内容で表示」ボタンを

クリックしてください。 

④検索条件に合致した通知情報の一覧が表示されます。 

「通知日時」（青文字）をクリックすると、通知情報の詳細が

表示されます。 

⑤「この内容でダウンロード」ボタン

をクリックしてください。 



【５】照会業務 － ③記録事項の開示 

【共通業務】 
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記録事項の開示 
 

（１）メニューバーの「照会業務」をクリックし、「記録事項の開示」を選択してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）「記録事項開示一覧」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①決済口座を選択してください。 

②検索方式を選択してください。 

 ・個別のでんさいを開示する場合は、 

「記録番号」を選択してください。 

 ・一定条件の複数のでんさいを開示する

場合は、「立場」を選択してください。 

「指定あり」を選択した場合、

口座情報を入力してくだ

さい。  

⑤検索条件に合致したでんさいの一覧が表示されます。 

開示するでんさいの「記録番号」（青文字）をクリックして

ください。 

③開示検索方式で「立場」を選択した場合

は、立場の内容（債権者・債務者等）を

必須で選択し、その他の項目は任意で

選択してください。 

③開示検索方式で「記録番号」を選択

した場合は、でんさいの記録番号を

入力してください。 

③ 

③ 

④「この内容で検索」ボタン

をクリックしてください。 



【５】照会業務 － ③記録事項の開示 
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（３）でんさいの最新情報が開示されます。 

印刷する場合は「印刷」（青文字）をクリックしてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【５】照会業務 － ④提供情報の開示 

【共通業務】 
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提供情報の開示 
 

（１）メニューバーの「照会業務」をクリックし、「提供情報の開示」を選択してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）「提供情報開示一覧」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①決済口座を選択してください。 

②検索方式を選択してください。 

 ・個別の提供情報を開示する場合は、 

「記録番号」を選択してください。 

 ・一定条件の複数の提供情報を開示

する場合は、「記録請求内容、請求日」

を選択してください。 

③検索方式で「記録番号」を選択した

場合は、でんさいの記録番号を入力

してください。 

③検索方式で「記録請求内容、請求日」

を選択した場合は、記録請求内容

（発生記録・譲渡記録等）、請求日を

必須で選択し、その他の項目は任意で

入力してください。 

③ 

③ 

④「この内容で検索」ボタン

をクリックしてください。 

⑤検索条件に合致したでんさいの一覧が表示されます。 

開示する提供情報の「記録番号」（青文字）をクリックして

ください。 



【５】照会業務 － ④提供情報の開示 
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（３）提供情報が開示されます。 

印刷する場合は「印刷」（青文字）ボタンをクリックしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【５】照会業務 － ⑤でんさい利用者情報照会 
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でんさい利用者情報照会 
 

（１）メニューバーの「照会業務」をクリックし、「でんさい利用者情報照会」を選択してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）「でんさい利用者情報照会一覧」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①検索する利用者の口座情報を入力

してください。 ⇒ Ｐ１２ 

②検索する利用者の事業者区分を選択

してください。 

※通常は「任意」または「信託事業者

以外」を選択してください。 

④検索結果が表示されます。 

 

③「この内容で検索」ボタン

をクリックしてください。 



【５】照会業務 － ⑥でんさいアカウント情報照会 
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でんさいアカウント情報照会 
 

（１）メニューバーの「照会業務」をクリックし、「でんさいアカウント情報照会」を選択して 

ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）「でんさいアカウント情報表示」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

指定許可先として登録している先が表示されます。 

※指定許可登録機能を使用していない場合、明細

は表示されません。 



【５】照会業務 － ⑦取引履歴照会 
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取引履歴照会 
 

（１）メニューバーの「照会業務」をクリックし、「取引履歴照会」を選択してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）「取引履歴一覧」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

①検索条件を入力

してください。 

②「この内容で検索」ボタンを

クリックしてください。 

③検索条件に合致した取引履歴の一覧が表示されます。 

照会する取引の「取引日時」（青文字）をクリックしてください。 



【５】照会業務 － ⑦取引履歴照会 
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（３）取引の明細が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【５】照会業務 － ⑧操作履歴照会 

【共通業務】 
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操作履歴照会 
 

（１）メニューバーの「照会業務」をクリックし、「操作履歴照会」を選択してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）「操作履歴一覧」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ①検索条件を入力して 

ください。 

②「この内容で検索」ボタンを

クリックしてください。 

③検索条件に合致した操作履歴の一覧が表示されます。 

 



【６】ユーザ管理（ユーザ情報変更） － ①パスワード変更の場合 

【共通業務】 
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ユーザ管理（ユーザ情報変更） 
 

 

１．「パスワード変更」の場合 
 
（１）メニューバーの「ユーザ管理」をクリックし、「ユーザ情報変更」を選択してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）「情報変更一覧」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）「パスワード変更入力」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ユーザ情報変更 

 

 

「パスワード」（青文字）ボタン

をクリックしてください。 

①「現在のパスワード」を入力してください。 

②「新しいパスワード」を入力してください。 

③「パスワードの変更」ボタンをクリック

してください。 



【６】ユーザ管理（ユーザ情報変更） － ②連絡先情報（Ｅメールアドレス）変更の場合 
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（４）「パスワード変更結果」画面が表示されます。内容をご確認ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．「連絡先情報（Ｅメールアドレス）変更」の場合 
 
（１）メニューバーの「ユーザ管理」をクリックし、「ユーザ情報変更」を選択してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）「情報変更一覧」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「連絡先情報」（青文字）ボタンを

クリックしてください。 



【６】ユーザ管理（ユーザ情報変更） － ②連絡先情報（Ｅメールアドレス）変更の場合 
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（３）「連絡先情報変更入力」画面が表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）「連絡先情報変更結果」画面が表示されます。内容をご確認ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①変更後のメールアドレスを入力して

ください。 

②「連絡先の変更」ボタンをクリック

してください。 

 



【７】担当者業務 メニュー（担当者業務の種類） 

【担当者業務】 
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担当者業務 メニュー 

 
 

担当者業務の種類 
 

（１）メニューバー 

 
 
 
 

（２）照会業務 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

でんさいネットからの通知情報が確認できます。 

通知情報をダウンロードできます。（ファイル形式は

所定のものに限りますので、ご注意ください。） 

でんさいの最新情報（金額・支払期日等）を照会

することができます。 

記録請求に際して提供した情報（請求者情報・でん

さい情報等）を照会することができます。 

でんさいネットに登録されている利用者情報を照会

することができます。 

でんさいネットに登録されている利用者自身のアカ

ウント情報（指定許可先一覧等）照会することができ

ます。 

でんさいサービスの過去の取引履歴と操作履歴を照会

することができます。 



【７】担当者業務 メニュー（担当者業務の種類） 

【担当者業務】 
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（３）債権記録業務 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）ユーザ管理 

 
 
 
 
 
 
 

債務者請求方式により、発生記録を請求できます。 

債権者請求方式により、発生記録を請求できます。 

過去の履歴から発生記録を請求できます。 

保有しているでんさいを譲渡することができます。 

保有しているでんさいを分割して譲渡することができます。 

譲渡の伴わない単独での保証記録を請求できます。 

でんさいの内容（支払金額・支払期日等）の変更を請求でき 

ます。 

 

口座間送金決済以外の方法で決済を行った場合等に、

支払等記録を請求することができます。（お客さまの

立場に応じてメニューを選択してください。） 

債権者請求方式による発生記録請求等、相手方からの請求に対して

承諾・否認を行うことができます。 

電子記録年月日（同日を含む）から５銀行営業以内の記録請求の

削除を請求することができます。（債権者のみ可能です。） 

予約中の記録請求を取り消すことができます。 

でんさい取引を許可する先（指定許可先）の登録・変更

ができます。（指定許可利用の申込をしている場合の

み、利用可能です。） 

担当者が承認依頼を行った取引を確認することができます。 

現在ログインしているユーザのパスワード・Ｅメールアド

レスを変更することができます。 



【８】債権記録業務（記録請求） － ①発生記録請求（債務者請求方式） 

【担当者業務】 
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債権記録業務（記録請求） 

 

発生記録請求（債務者請求方式） 
 
（１）メニューバーの「債権記録業務」をクリックし、「債務者として請求」を選択してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）「債務者発生記録入力」画面が表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①決済口座（でんさいの支払口座）

を選択してください。 

②債権者（相手先）の「でんさい

利用者番号」と「口座情報」を

入力してください。 

 ※「口座情報」は「口座情報

入力」ボタンをクリックして

入力してください。⇒Ｐ１２  

③債権金額 

 １万円以上１００億円未満で入力

してください。（１円単位） 

※カンマの入力は不要です。 

④支払期日・電子記録年月日（発生日） 

画面の説明をご確認のうえ、西暦で

日付を指定してください。 

「電子記録年月日」を翌日以降の

日付にすると、予約扱いとなります。 

⑤譲渡制限の有無 

通常は「制限なし」を選択してください。 

⑥請求者任意情報 

通常は入力不要です。（管理コード等が必要な

場合に入力してください。） ⑦「入力内容の確認」ボタンを 

クリックしてください。 



【８】債権記録業務（記録請求） － ①発生記録請求（債務者請求方式） 

【担当者業務】 
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・（注）この時点では、発生記録請求の手続きは

完了していません。 

・請求は管理者の承認によって完了します。 

・管理者はＰ７４「承認／差し戻し」をご覧の

うえ、承認手続きを行ってください。 

 ※管理者には、承認依頼の通知が送信されて

います。 

（３）「債務者発生記録承認依頼」画面が表示されます。 

表示されている内容を確認し、よろしければ「承認依頼」ボタンをクリックしてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）「承認依頼完了」画面が表示されます。内容をご確認ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内容の修正が必要な場合は「戻る」

ボタンをクリックしてください。 

管理者への連絡事項等がある場合に 

入力してください。 

「承認依頼」ボタンをクリックしてください。 



【８】債権記録業務（記録請求） － ②発生記録請求（債権者請求方式） 

【担当者業務】 
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発生記録請求（債権者請求方式） 

 
（１）メニューバーの「債権記録業務」をクリックし、「債権者として請求」を選択してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）「債権者発生記録入力」画面が表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

②決済口座（でんさいの受取口座）

を選択してください。 

①債務者（相手先）の「でんさい

利用者番号」と「口座情報」を

入力してください。 

 ※「口座情報」は「口座情報

入力」ボタンをクリックして

入力してください。⇒Ｐ１２  

③債権金額 

 １万円以上１００億円未満で入力

してください。（１円単位） 

※カンマの入力は不要です。 

④支払期日・電子記録予定年月日

（発生予定日） 

画面の説明をご確認のうえ、西暦で

日付を指定してください。 

「電子記録予定年月日」を翌日以降の

日付にすると、予約扱いとなります。 

⑤譲渡制限の有無 

通常は「制限なし」を選択してください。 

⑥請求者任意情報 

通常は入力不要です。（管理コード等が必要な

場合に入力してください。） 
⑦「入力内容の確認」ボタンを 

クリックしてください。 



【８】債権記録業務（記録請求） － ②発生記録請求（債権者請求方式） 

【担当者業務】 
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・（注）この時点では、発生記録請求の手続きは

完了していません。 

・請求は管理者の承認によって完了します。 

・管理者はＰ７４「承認／差し戻し」をご覧の

うえ、承認手続きを行ってください。 

 ※管理者には、承認依頼の通知が送信されて

います。 

（３）「債権者発生記録承認依頼」画面が表示されます。 

表示されている内容を確認し、よろしければ「承認依頼」ボタンをクリックしてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）「承認依頼完了」画面が表示されます。内容をご確認ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

管理者への連絡事項等がある場合に 

入力してください。 

「承認依頼」ボタンをクリックしてください。 

内容の修正が必要な場合は「戻る」

ボタンをクリックしてください。 



【８】債権記録業務（記録請求） － ③発生記録請求（履歴からの請求） 

【担当者業務】 
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発生記録請求（履歴からの請求） 

 
（１）メニューバーの「債権記録業務」をクリックし、「履歴から請求」を選択してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）「発生記録履歴一覧」画面が表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）「①」で選択した請求方式の取引画面が表示されます。 

  ・「債務者請求方式」の場合 ⇒ Ｐ３２ 
  ・「債権者請求方式」の場合 ⇒ Ｐ３４ をご覧のうえ、お手続きください。 

※「③」で選択した相手先の「でんさい利用者番号」と「口座情報」は既に入力されています。 

 
 
 
 
 
 
 

①請求方式 

 検索する請求方式（「債務者請求」または

「債権者請求」）を選択してください。 

 

②「この内容で検索」ボタンを 

クリックしてください。 

③「①」で選択した請求方式による過去の取引履歴が表示されます。 

発生記録請求を行う相手先の「でんさい利用者番号」（青文字）

をクリックしてください。 



【８】債権記録業務（記録請求） － ④譲渡記録請求 

【担当者業務】 
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譲渡記録請求 
 

（１）メニューバーの「債権記録業務」をクリックし、「譲渡記録請求」を選択してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）「債権情報（債権者立場）一覧」画面が表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

③検索方式で「記録番号以外」を選択

した場合は、各項目を任意で選択

してください。 

⑤検索条件に合致したでんさいの一覧が表示されます。 

譲渡するでんさいの「記録番号」（青文字）をクリック

してください。 
 

③検索方式で「記録番号」を選択した

場合は、でんさいの記録番号を入力

してください。 

①債権区分を選択してください。 

 ・通常債権（発生済みのでんさい） 

 ・予約債権（発生予約請求中のでんさい） 

 

②検索方式を選択してください。 

 ・個別のでんさいを検索する場合は、 

 「記録番号」を選択してください。 

 ・一定条件の複数のでんさいを検索 

する場合は、「記録番号以外」を 

選択してください。 

③ ③ 

④「この内容で検索」ボタンを 

クリックしてください。 



【８】債権記録業務（記録請求） － ④譲渡記録請求 

【担当者業務】 
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（３）「譲渡記録入力」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）「譲渡記録承認依頼」画面が表示されます。 

表示されている内容を確認し、よろしければ「承認依頼」ボタンをクリックしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①譲受人（相手先）の「でんさい利用者

番号」と口座情報を入力してください。 

②電子記録年月日（譲渡日） 

 画面の説明をご確認のうえ、西暦で

入力してください。 

翌日以降の日付にすると予約扱い

となります。 

③保証付与の有無 

 通常は「あり」を選択してください。 

 ※譲渡人（お客さま）を保証人として

記録する項目です。 

 

④請求者任意情報 

通常は入力不要です。（管理コード等が

必要な場合に入力してください。） 
 

 

 

 

⑤「入力内容の確認」ボタンを 

クリックしてください。 

管理者への連絡事項等がある場合に 

入力してください。 

 

修正が必要な場合は「戻る」ボタン

をクリックしてください。 

「承認依頼」ボタンをクリックしてください。 



【８】債権記録業務（記録請求） － ④譲渡記録請求 

【担当者業務】 
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・（注）この時点では、譲渡記録請求の手続きは

完了していません。 

・請求は管理者の承認によって完了します。 

・管理者はＰ７４「承認／差し戻し」をご覧の

うえ、承認手続きを行ってください。 

 ※管理者には、承認依頼の通知が送信されて

います。 

（５）「譲渡記録承認依頼完了」画面が表示されます。内容をご確認ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【８】債権記録業務（記録請求） － ⑤分割譲渡記録請求 

【担当者業務】 
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分割譲渡記録請求 
 

（１）メニューバーの「債権記録業務」をクリックし、「分割譲渡記録請求」を選択してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）「債権情報（債権者立場）一覧」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

③検索方式で「記録番号以外」を選択

した場合は、各項目を任意で選択

してください。 

⑤検索条件に合致したでんさいの一覧が表示されます。 

分割譲渡するでんさいの「記録番号」（青文字）をクリック

してください。 

③検索方式で「記録番号」を選択した

場合は、でんさいの記録番号を入力

してください。 

 

②検索方式を選択してください。 

 ・個別のでんさいを検索する場合は、 

 「記録番号」を選択してください。 

 ・一定条件の複数のでんさいを検索 

する場合は、「記録番号以外」を 

選択してください。 

③ ③ 

④「この内容で検索」ボタンを 

クリックしてください。 

①債権区分を選択してください。 

 ・通常債権（発生済みのでんさい） 

 ・予約債権（発生予約請求中のでんさい） 



【８】債権記録業務（記録請求） － ⑤分割譲渡記録請求 

【担当者業務】 
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（３）「分割譲渡記録入力」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）「分割譲渡記録承認依頼」画面が表示されます。 

   内容を確認し、よろしければ「承認依頼」ボタンをクリックしてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②分割債権金額 

譲受人（相手先）に譲渡する金額を入力

してください。 

※カンマの入力は不要です。 

①譲受人（相手先）の「でんさい利用者

番号」と口座情報を入力してください。 

③電子記録年月日（譲渡日） 

 画面の説明をご確認のうえ、西暦で

入力してください。 

翌日以降の日付にすると予約扱い

となります。 

④保証付与の有無 

 通常は「あり」を選択してください。 

 ※譲渡人（ご自身）を保証人として

記録する項目です。 

 

⑤請求者任意情報 

通常は入力不要です。（管理コード等が必要

な場合に入力してください。） 
 

⑥「入力内容の確認」ボタンを 

クリックしてください。 

管理者への連絡事項等がある場合に 

入力してください。 

 

修正が必要な場合は「戻る」ボタン

をクリックしてください。 

「承認依頼」ボタンをクリックしてください。 



【８】債権記録業務（記録請求） － ⑤分割譲渡記録請求 

【担当者業務】 
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・（注）この時点では、分割譲渡記録請求の手続き

は完了していません。 

・請求は管理者の承認によって完了します。 

・管理者はＰ７４「承認／差し戻し」をご覧の

うえ、承認手続きを行ってください。 

 ※管理者には、承認依頼の通知が送信されて

います。 

（５）「分割譲渡記録承認依頼完了」画面が表示されます。内容をご確認ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【８】債権記録業務（記録請求） － ⑥保証記録請求 

【担当者業務】 
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保証記録請求 
 

（１）メニューバーの「債権記録業務」をクリックし、「保証記録請求」を選択してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）「債権情報（債権者立場）一覧」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

②検索方式で「記録番号以外」を選択

した場合は、各項目を任意で選択

してください。 

④検索条件に合致したでんさいの一覧が表示されます。 

保証記録を行うでんさいの「記録番号」（青文字）をクリック

してください。 

②検索方式で「記録番号」を選択した

場合は、でんさいの記録番号を入力

してください。 

①検索方式を選択してください。 

 ・個別のでんさいを検索する場合は、 

 「記録番号」を選択してください。 

 ・一定条件の複数のでんさいを検索 

する場合は、「記録番号以外」を 

選択してください。 

② ② 

③「この内容で検索」ボタンを 

クリックしてください。 



【８】債権記録業務（記録請求） － ⑥保証記録請求 

【担当者業務】 
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（３）「保証記録入力」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）「保証記録承認依頼」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①保証人（相手先）の「でんさい利用者

番号」と「口座情報」を入力してくだ

さい。 

 

②請求者任意情報 

通常は入力不要です。（管理コード等が必要

な場合に入力してください。） 

 

③「入力内容の確認」ボタンを 

クリックしてください。 

管理者への連絡事項等がある場合に 

入力してください。 

 

修正が必要な場合は「戻る」ボタン

をクリックしてください。 

「承認依頼」ボタンをクリックしてください。 



【８】債権記録業務（記録請求） － ⑥保証記録請求 

【担当者業務】 

45 

・（注）この時点では、保証記録請求の手続きは

完了していません。 

・請求は管理者の承認によって完了します。 

・管理者はＰ７４「承認／差し戻し」をご覧の

うえ、承認手続きを行ってください。 

 ※管理者には、承認依頼の通知が送信されて

います。 

（５）「保証記録承認依頼完了」画面が表示されます。内容をご確認ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【８】債権記録業務（記録請求） － ⑦変更記録請求 

【担当者業務】 
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変更記録請求 
 

（１）メニューバーの「債権記録業務」をクリックし、「変更記録請求」を選択してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）「変更記録用債権情報一覧」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

④検索条件に合致したでんさいの一覧が表示されます。 

変更記録を行うでんさいの「記録番号」（青文字）をクリック

してください。 

②検索方式で「記録番号」を選択した

場合は、でんさいの記録番号を入力

してください。 

①検索方式を選択してください。 

 ・個別のでんさいを検索する場合は、 

 「記録番号」を選択してください。 

 ・一定条件の複数のでんさいを検索 

する場合は、「記録番号以外」を 

選択してください。 

② ② 

③「この内容で検索」ボタンを 

クリックしてください。 

②検索方式で「記録番号以外」を選択した

場合は、立場（債権者または債務者等）

を必須で選択し、その他の項目は任意

で入力してください。 



【８】債権記録業務（記録請求） － ⑦変更記録請求 

【担当者業務】 
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（３）「変更記録入力」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①変更種別 

 ・でんさいの項目（金額や支払期日等）

を変更する場合は、「項目値変更」を

選択してください。 

 ・でんさいを削除する場合は、「債権削除」

を選択してください。 

 

②変更原因 

通常は「債権内容の変更（利用者属性情報

以外）」を選択してください。 

※これ以外に特殊な理由がある場合は、

「その他（テキスト入力）」を選択し、

理由を入力してください。 
 

⑤「入力内容の確認」ボタンを 

クリックしてください。 

 

③変更項目（債権金額・支払期日・譲渡

制限の有無）を選択し、変更後の内容

を入力してください。 

④請求者任意情報 

通常は入力不要です。（管理コード等が

必要な場合に入力してください。） 
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・（注）この時点では、変更記録請求の手続きは

完了していません。 

・請求は管理者の承認によって完了します。 

・管理者はＰ７４「承認／差し戻し」をご覧の

うえ、承認手続きを行ってください。 

 ※管理者には、承認依頼の通知が送信されて

います。 

（４）「変更記録承認依頼」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（５）「変更記録承認依頼完了」画面が表示されます。内容をご確認ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

管理者への連絡事項等がある場合に 

入力してください。 

 
修正が必要な場合は「戻る」ボタン

をクリックしてください。 

「承認依頼」ボタンをクリックしてください。 
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支払等記録請求 
 

１．債権者として請求する場合 

 

（１）メニューバーの「債権記録業務」をクリックし、「債権者として請求」を選択してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）「債権情報（債権者立場）一覧」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

②検索方式で「記録番号以外」を選択

した場合は、各項目を任意で選択

してください。 

④検索条件に合致したでんさいの一覧が表示されます。 

支払等記録を行うでんさいの「記録番号」（青文字）をクリック

してください。 

②検索方式で「記録番号」を選択した

場合は、でんさいの記録番号を入力

してください。 

①検索方式を選択してください。 

 ・個別のでんさいを検索する場合は、 

 「記録番号」を選択してください。 

 ・一定条件の複数のでんさいを検索 

する場合は、「記録番号以外」を 

選択してください。 
② 

③「この内容で検索」ボタンを 

クリックしてください。 

② 
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（３）「債権者支払等記録入力」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④支払者区分 

支払等を行った支払者（相手先）の

区分を選択してください。（債務者・

保証人等） 

「費用等」は、支払者区分が「債務者」以外の

場合に入力可能となります。 

⑤債務消滅原因 

でんさいに関する債務の消滅原因を入力

してください。 

※支払を受けた方法等を入力してくだ

さい。（例：○○による支払） 

「正当な利益に係る事由」は、支払者区分が「第三者」

の場合に入力可能となります。 

①支払者（相手先）の「でんさい利用者

番号」と口座情報を入力してください。 

②支払金額 

 画面の説明をご確認のうえ、入力して

ください。（カンマは入力不要です。 

※通常は債権金額の全額を入力して

ください。 

③支払日 

 支払等のあった日を西暦で入力してく

ださい。 

 ※でんさいの支払期日ではありません。 

 

「請求者任意情報」は、通常は入力不要です。（管理

コード等が必要な場合に入力してください。） 

 

 

 

⑥「入力内容の確認」ボタンを 

クリックしてください。 

 



【８】債権記録業務（記録請求） － ⑧支払等記録請求（債権者として請求する場合） 
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・（注）この時点では、支払等記録請求（債権者）

の手続きは完了していません。 

・請求は管理者の承認によって完了します。 

・管理者はＰ７４「承認／差し戻し」をご覧の

うえ、承認手続きを行ってください。 

 ※管理者には、承認依頼の通知が送信されて

います。 

（４）「債権者支払等記録承認依頼」画面が表示されます。 

表示されている内容を確認し、よろしければ「承認依頼」ボタンをクリックしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（５）「債権者支払等記録承認依頼完了」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

管理者への連絡事項等がある場合に 

入力してください。 

 

修正が必要な場合は「戻る」ボタン

をクリックしてください。 

「承認依頼」ボタンをクリックしてください。 



【８】債権記録業務（記録請求） － ⑧支払等記録請求（債務者または保証人として請求する場合） 
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２．債務者または保証人として請求する場合 

 

（１）メニューバーの「債権記録業務」をクリックし、「債務者／保証人として請求」を選択して

ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）債権情報（債務者立場）一覧画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④検索条件に合致したでんさいの一覧が表示されます。 

支払等記録を行うでんさいの「記録番号」（青文字）をクリック

してください。 

②開示検索方式で「立場」を選択した場合

は、必須で立場の内容（債務者または電子

記録保証人）を選択し、その他の項目

は任意で選択してください。 

②開示検索方式で「記録番号」を選択した

場合は、でんさいの記録番号を入力して

ください。 

② ② 

③「この内容で検索」ボタンを

クリックしてください。 

①検索方式を選択してください。 

 ・個別のでんさいを検索する場合は、 

「記録番号」を選択してください。 

 ・一定条件の複数のでんさいを検索する

場合は、「立場」を選択してください。 
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（３）「支払者支払等記録入力」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④債務消滅原因 

でんさいに関する債務の消滅原因を入力

してください。 

※支払を行った方法等を入力してくだ

さい。（例：○○による支払） 

①支払者（ご自身）の決済口座を選択して

ください。 

②支払金額 

 画面の説明をご確認のうえ、入力して

ください。（カンマは入力不要です。） 

※通常は債権金額の全額を入力して

ください。 

③支払日 

 支払等を行った日を西暦で入力してくだ

さい。 

 ※でんさいの支払期日ではありません。 

 

「請求者任意情報」は、通常は入力不要です。（管理

コード等が必要な場合に入力してください。） 
 

 

 

⑤「入力内容の確認」ボタンを 

クリックしてください。 
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・（注）この時点では、支払等記録請求（債務者

または保証人）の手続きは完了していません。 

・請求は管理者の承認によって完了します。 

・管理者はＰ７４「承認／差し戻し」をご覧の

うえ、承認手続きを行ってください。 

 ※管理者には、承認依頼の通知が送信されて

います。 

（４）「支払者支払等記録承認依頼」画面が表示されます。 

表示されている内容を確認し、よろしければ「承認依頼」ボタンをクリックしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（５）「支払者支払等記録承認依頼完了」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

管理者への連絡事項等がある場合に 

入力してください。 

 「承認依頼」ボタンをクリックしてください。 

修正が必要な場合は「戻る」ボタン

をクリックしてください。 



【８】債権記録業務（記録請求） － ⑧支払等記録請求（第三者として請求する場合） 
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３．第三者として請求する場合（支払期日前の請求はできません。） 

 

（１）メニューバーの「債権記録業務」をクリックし、「第三者として請求」を選択してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）「支払者支払等記録入力」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①支払を受けた利用者の「でんさい利用者

番号」と「口座情報」を入力してください。 

 

②支払者（ご自身）の決済口座を選択

してください。 

 ③対象となるでんさいの「記録番号」

を入力してください。 

④支払金額 

 画面の説明をご確認のうえ、入力して

ください。（カンマは入力不要です。） 

※通常は債権金額の全額を入力して

ください。 

⑤支払日 

 支払等を行った日を西暦で入力して

ください。 

 ※でんさいの支払期日ではありません。 

⑥債務消滅原因 

でんさいに関する債務の消滅原因を入力

してください。 

※支払を行った方法等を入力してくだ 

さい。（例：○○による支払） 

⑦正当な利益に係る事由 

右記の項目から選択してください。 

 

 

 

 

⑧「入力内容の確認」ボタンを 

クリックしてください。 
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・（注）この時点では、支払等記録請求（第三者）

の手続きは完了していません。 

・請求は管理者の承認によって完了します。 

・管理者はＰ７４「承認／差し戻し」をご覧の

うえ、承認手続きを行ってください。 

 ※管理者には、承認依頼の通知が送信されて

います。 

（４）「支払者支払等記録承認依頼」画面が表示されます。 

表示されている内容を確認し、よろしければ「承認依頼」ボタンをクリックしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（５）「支払者支払等記録承認依頼完了」画面が表示されます 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

管理者への連絡事項等がある場合に 

入力してください。 

修正が必要な場合は「戻る」ボタン

をクリックしてください。 

「承認依頼」ボタンをクリックしてください。 

 



【８】債権記録業務（記録請求） － ⑨承諾／否認 
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承諾／否認 
 

承諾／否認が必要な記録請求は、「発生記録（債権者請求方式）」「変更記録」「保証記録」「支払等

記録（支払者立場）」の４つです。（これらの記録請求は、相手方の承諾がなければ成立しません。） 

通知情報の受信から５銀行営業日（通知日を含む）以内に「承諾」を行わない場合は、「否認」

したものとみなされます。 

 
（１）メニューバーの「債権記録業務」をクリックし、「承諾否認」を選択してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）「承諾／否認依頼通知一覧」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・承諾否認期限 

 承諾または否認を行うことのできる期日です。 

※承認／否認は、記録請求内容の通知後５銀行

営業日（通知日を含む）以内に行う必要が

あります。 

・ステータス 

 記録請求が取り消された場合、または期限経過

により否認されたものとみなされた場合は、

その旨が表示されます。 

②「この内容で検索」ボタンをクリック

してください。 

①検索条件を入力してください。 

 

③検索条件に合致したでんさいの一覧が表示

されます。 

承諾／否認を行うでんさいの「記録番号」

（青文字）をクリックしてください。 
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（３）「入力画面」が表示されます。【以下の画面は「発生記録（債権者請求）」の承諾画面例です。】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）「承認依頼画面」が表示されます。 

表示されている内容を確認し、よろしければ「承認依頼」ボタンをクリックしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

①応諾区分 

「承諾」または「否認」を選択してください。 

 

②「入力内容の確認」ボタンをクリック

してください。 

修正が必要な場合は「戻る」ボタン

をクリックしてください。 

管理者への連絡事項等がある場合に 

入力してください。 

「承認依頼」ボタンをクリックしてください。 
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・（注）この時点では、承諾／否認の手続きは完了

していません。 

・請求は管理者の承認によって完了します。 

・管理者はＰ７４「承認／差し戻し」をご覧の

うえ、承認手続きを行ってください。 

 ※管理者には、承認依頼の通知が送信されて

います。 

（５）「承認依頼完了画面」が表示されます。内容をご確認ください。 
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削除 
 

削除ができる記録請求は、「発生記録（債務者請求方式）」「譲渡記録」「分割記録」の３つです。 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．「発生記録（債務者請求）」削除の場合 
 
（１）メニューバーの「債権記録業務」をクリックし、「削除」を選択してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）「削除可能記録情報一覧」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【削除ができる条件】 

①電子記録年月日（当日を含む）から５銀行営業日以内のでんさいであること。 

②発生記録は、債権者からの削除請求であること（債務者からは削除できません）。 

③譲渡記録、分割記録は、譲受人からの削除請求であること（譲渡人からは削除できません）。 

①検索条件を入力してください。 

※検索条件の「債権金額」「支払期日」

は任意で入力してください。 

②「この内容で検索」ボタンをクリック

してください。 

③検索条件に合致したでんさいの一覧が表示されます。 

削除するでんさいの「記録番号」（青文字）をクリック

してください。 
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（３）「削除入力画面」が表示されます。【以下の画面は「発生記録（債務者請求）」の削除画面例です。】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）「削除承認依頼画面」が表示されます。 

  内容を再度確認し、よろしければ「承認依頼」ボタンをクリックしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「削除内容の確認」ボタンを

クリックしてください。 

管理者への連絡事項等がある場合に 

入力してください。 

 

削除する記録請求の選択を間違えた場合は、

「戻る」ボタンをクリックしてください。 

「承認依頼」ボタンをクリックしてください。 
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【担当者業務】 

62 

・（注）この時点では、削除の手続きは完了して

いません。 

・請求は管理者の承認によって完了します。 

・管理者はＰ７４「承認／差し戻し」をご覧の

うえ、承認手続きを行ってください。 

 ※管理者には、承認依頼の通知が送信されて

います。 

（５）「承認依頼完了画面」が表示されます。 
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２．「分割譲渡記録」削除の場合 

 

（１）メニューバーの「債権記録業務」をクリックし、「削除」を選択してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）「削除可能記録情報一覧」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①検索条件を入力してください。 

※検索条件の「債権金額」「支払期日」

は任意で入力してください。 

②「この内容で検索」ボタンをクリック

してください。 

③検索条件に合致したでんさいの一覧が表示されます。 

削除するでんさいの「記録番号」（青文字）をクリック

してください。 
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（３）「削除入力画面」が表示されます。【以下の画面は「分割記録」の削除画面例です。】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）「削除承認依頼画面」が表示されます。 

  表示されている内容を確認し、よろしければ「承認依頼」ボタンをクリックしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②「削除内容の確認」ボタン

をクリックしてください。 

管理者への連絡事項等がある場合に 

入力してください。 

 

削除する記録請求の選択を間違えた場合は、

「戻る」ボタンをクリックしてください。 

「承認依頼」ボタンをクリックしてください。 

①保証記録限定取消有無 

 ・譲渡記録に付随している保証記録のみ

を削除する場合、「あり」を選択してく

ださい。 

 ・譲渡記録と保証記録の両方を削除する

場合は、「なし」を選択してください。 

 ※通常は「なし」を選択してください。 

  （保証記録のみを削除した場合は、譲渡

記録の削除ができなくなります。） 



【８】債権記録業務（記録請求） － ⑩削除（「分割譲渡記録」削除の場合） 

【担当者業務】 
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・（注）この時点では、削除の手続きは完了して

いません。 

・請求は管理者の承認によって完了します。 

・管理者はＰ７４「承認／差し戻し」をご覧の

うえ、承認手続きを行ってください。 

 ※管理者には、承認依頼の通知が送信されて

います。 

（５）「承認依頼完了画面」が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【８】債権記録業務（記録請求） － ⑪予約取消 

【担当者業務】 
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予約取消 
 

予約取消ができる記録請求は、「発生記録（債務者請求方式）」「発生記録（債権者請求方式）」

「譲渡記録」「分割記録」の４つです。 
 

（１）メニューバーの「債権記録業務」をクリックし、「予約取消」を選択してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）「予約請求情報一覧」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①検索条件を入力してください。 

※検索条件の「債権金額」「支払期日」

は任意で入力してください。 

②「この内容で検索」ボタンをクリック

してください。 

③検索条件に合致したでんさいの一覧が表示されます。 

予約取消するでんさいの「記録番号」（青文字）をクリック

してください。 



【８】債権記録業務（記録請求） － ⑪予約取消 

【担当者業務】 
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（３）「予約取消入力」画面が表示されます。【以下の画面は「発生記録（債務者請求）」の予約取消

画面例です。】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）「予約取消承認依頼」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「削除内容の確認」ボタンを

クリックしてください。 

管理者への連絡事項等がある場合に 

入力してください。 

 

予約を取り消す記録請求の選択を間違えた場合は、

「戻る」ボタンをクリックしてください。 

「承認依頼」ボタンをクリックしてください。 



【８】債権記録業務（記録請求） － ⑪予約取消 

【担当者業務】 
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・（注）この時点では、予約取消の手続きは完了

していません。 

・請求は管理者の承認によって完了します。 

・管理者はＰ７４「承認／差し戻し」をご覧の

うえ、承認手続きを行ってください。 

 ※管理者には、承認依頼の通知が送信されて

います。 

（５）「承認依頼完了」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【９】債権記録業務（指定許可登録・変更） － ①指定許可登録の場合 

【担当者業務】 
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債権記録業務（指定許可登録・変更） 

 

指定許可登録・変更 
 

１．「指定許可登録」の場合 

 

（１）メニューバーの「債権記録業務」をクリックし、「指定許可登録・変更」を選択してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）「指定許可登録入力」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①指定許可先として登録する相手先の

「でんさい利用者番号」と「口座情報」

を入力してください。  

 ②指定許可する業務を選択して

ください。 

 ※複数選択可能です。 

③「指定許可先追加」ボタンをクリック

してください。 



【９】債権記録業務（指定許可登録・変更） － ②「指定許可変更（削除）」の場合 

【担当者業務】 
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（３）「指定許可登録結果」画面が表示されます。内容をご確認ください。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．「指定許可変更（削除）」の場合 
 
（１）メニューバーの「債権記録業務」をクリックし、「指定許可登録・変更」を選択してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



【９】債権記録業務（指定許可登録・変更） － ②「指定許可変更（削除）」の場合 

【担当者業務】 
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（２）「指定許可登録入力」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）「指定許可登録結果」画面が表示されます。内容をご確認ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①「指定許可先一覧」に表示されている先の

うち、指定許可業務を削除する先の「でん

さい利用者番号」と「口座情報」を入力

してください。 

 

 ②削除する指定許可業務を選択して

ください。 

 ※複数選択可能です。 

 

③「指定許可先削除」ボタンをクリック

してください。 



【１０】債権記録業務（承認依頼一覧） 

【担当者業務】 
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債権記録業務（承認依頼一覧） 

 

 
（１）メニューバーの「債権記録業務」をクリックし、「承認依頼一覧」を選択してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）「承認依頼一覧」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

承認依頼一覧 

②「この内容で検索」

ボタンをクリック

してください。 

①承認依頼が複数ある場合は、検索条件

を絞り込んでください。 

 

③検索条件に合致した承認依頼の一覧が表示されます。 

詳細表示または削除する承認依頼を選択してください。 

④「詳細を表示」ボタンをクリックすると、「承認ステータス」が 

 ・「却下」または「承認エラー」の場合、各記録請求の入力画面に切り替わり、内容を修正して

再度承認依頼を行うことができます。 

 ・「承認待」または「承認完了」の場合、承認依頼の完了画面もしくは結果画面が表示されます。 
 

④「承認ステータス」が「却下」または「承認エラー」

の場合は、「請求依頼を削除」ボタンをクリックする

と、承認依頼を削除することができます。 



【１１】管理者業務 メニュー（管理者業務の種類） 

【管理者業務】 
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管理者業務 メニュー 

 
 

管理者業務の種類 
 

（１）メニューバー 

 
 
 

（２）照会業務 

 
 

「担当者業務」と同じ機能です。（利用可能な機能はＰ３０をご覧ください。） 

 

（３）債権記録業務 
 
 
 
 
 
 
 

（４）ユーザ管理 

 
 

「担当者業務」と同じ機能です。（利用可能な機能はＰ３１をご覧ください。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当者からの承認依頼に対し、承認／否認を行うこと

ができます。 



【１２】債権記録業務（未承認一覧） － 承認／差し戻し 

【管理者業務】 
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債権記録業務（未承認一覧） 

 

 
 

（１）メニューバーの「債権記録業務」をクリックし、「未承認一覧」を選択してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）「未承認一覧」画面が表示されます。【以下の画面は「発生記録（債務者請求）」の画面例です。】 

※発生記録以外の承認依頼（譲渡記録・変更記録等）についても、操作の手順は同様です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

承認／差し戻し 

承認手続きを行う「請求内容」（青文字）をクリックして

ください。 



【１２】債権記録業務（未承認一覧） － 承認／差し戻し 

【管理者業務】 
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・担当者と管理者宛に処理結果が電子

メールで送信されます。 

・取引の相手方に通知情報の発生通知が

電子メールで送信されます。 

（３）承認画面が表示されます。 

   内容を確認し、よろしければ「この内容で債権発行申込」ボタンをクリックしてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

（４）「請求完了」画面が表示されます。内容をご確認ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内容に誤りがあり、否承認とする場合は「否承認」

ボタンをクリックしてください。 

担当者側の「承認依頼一覧」に「却下」と表示

されます。 

※担当者側は、「承認依頼一覧」から内容を修正

することができます。 

担当者への連絡事項等がある場合に 

入力してください。 

 

内容を十分に確認のうえ、承認する場合は「この内容で

債権発行申込」ボタンをクリックしてください。 


